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西和賀町バスロケーションシステム導入業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１  目的 

  この要領は、西和賀町バスロケーションシステム導入業務委託に係る受託候補者の選

定について必要な事項を定めるものとする。 

 

２  業務の概要 

（１）業務名 

西和賀町バスロケーションシステム導入業務 

（２）業務内容 

町民バスの運行において、バスロケーションシステムを導入するとともに、主要

施設にデジタルサイネージを設置して運行状況を表示するもの。 

（３）履行期間 

契約締結の日 から 令和４年１月３１日まで 

（４）予算概要 

4,500千円（消費税及び地方消費税、システム導入及び機器を含む） 

 

３  プロポーザル方式を採用する理由及び形式 

（１）理由 

本システムは一般的にバス事業者等の旅客運送事業者が導入しており、町にお

いて発注仕様書を定めることが困難なものであって、標準的な業務の実施手順が

定められていないため。 

（２）形式 

公募型プロポーザル方式 

 

４  参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者（以下「参加者」という）は、次に掲げる事項を全て

満たす者とする。 

 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者である

こと。 

 国税及び地方税を滞納していないこと。 

 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続き開始の申立及び民事再生法

（平成11年法律第225号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされていないこと。 

 過去３年以内に提案するシステムの導入実績があること。 

 

 



2 

 

５  スケジュール（予定） 

内容 期限等 提出方法 

募集の公示（ホームページ掲載） 令和３年６月21日（月） － 

参加意向申出書の提出期限 令和３年６月25日（金）必着 郵送 

質問書の提出期限 〃 メール 

参加資格審査及び通知 令和３年７月２日（金）までに実施 郵送 

質問書に対する回答 〃 メール 

企画提案書・参考見積書の提出期限 令和３年７月16日（金）必着 郵送 

辞退届 〃 郵送 

審査会 令和３年７月下旬 － 

結果通知 令和３年８月上旬 郵送 

 

６  参加意向申出書の提出 

本プロポーザルに参加を希望する者は以下の提出書類を担当課あて郵送すること。 

 参加意向申出書【様式第３号】 

 会社概要及び過去３年以内の導入実績【任意様式、パンフレット等可】 

 未納税額のないことを証明する書類等【写し可】 

 履歴事項全部証明書【写し可】 

 

提出のあった書類は西和賀町バスロケーションシステム導入業務に係る公募型プロ

ポーザル審査会（以下「審査会」という。）にて審査のうえ、参加資格の有無を通知す

る。 

 

７  質問受付及び回答 

質問書【様式ア】にて担当課あて電子メールにて送付すること。回答は電子メールに

よる返信とする。 

 

８  提案内容 

参加資格を有する者は、別紙「西和賀町バスロケーションシステム導入業務委託仕様

書（案）」（以下「仕様書(案）」という。）、町民バスの運行内容及び審査基準を参考に、

以下の要件を踏まえたバスロケーションシステムの導入を提案内容とすること。ただ

し、システムの仕様上、要件に対応できない点がある場合はその旨を、代替案があれば

それを記載すること。 

 

（１）システム利用に関する要件 

➢ インターネットに接続したスマートフォン、フィーチャーフォン、パソコン（以
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下「スマートフォン等」という。）を使用して、以下の表示ができる（機能を有す

る）こと。 

 指定した便（バス）の現在地、遅延情報、到着予定時刻がわかること。なお、

表示に他者が作成した地図を使用する場合は利用条件等に沿って使用する

こと。 

 乗車停留所及び降車停留所を指定したバス時刻及び乗換検索ができること 

 停留所を指定したバス時刻の検索ができること。 

 位置情報から最寄りの停留所が検索できること。 

➢ バス停時刻表や主要施設内等に二次元バーコード等を掲示し、システムに容易に

アクセスできること。 

➢ 利用者に対してお知らせを通知（表示）できること。 

➢ 日本語のほか英語に対応できること。 

➢ デジタルサイネージの設置については以下のとおりとする。 

 高齢者が見やすく、設置場所の特性に応じた内容で表示できること。 

 ディスプレイスタンドは可動式とし、設置後の移動が可能にすること。 

 可能な限り汎用的な機材を使用し、メンテナンス性を考慮するとともに、設

置場所が増えた場合の増設が容易であること。 

 参考見積は２か所分の経費を計上することとし、１か所は町立西和賀さわう

ち病院１Ｆ待合室（屋内）への設置を想定したもの、もう１か所は運行内容

等を参考に提案すること。 

 

（２）システム環境・管理に関する要件 

 クラウド環境での運用とすること。 

 町及び運行業務受託者（以下、「町等」という。）がインターネット上で運行状

況を確認できること。なお、町等が使用するパソコンの環境は以下のとおり。 

ＯＳ  ：Windows10以降 

ブラウザ：Google Chrome、Microsoft Edge、Internet Explorer（いずれも令和

３年 10月 1日時点での最新バージョンとする） 

 ダイヤ改正、路線の追加・変更等があった場合、町等がデータを修正できるこ

と。なお、町等がデータを修正できず受託者に依頼する必要がある場合は、こ

れに係る経費を参考見積書（運用時）に記載すること。 

 GTFS-JP 及び GTFS-RT対応のデータ出力が可能であること。 

 操作・運用マニュアルを作成し納品すること。 

 

（３）その他提案書に記載する内容 

 システム導入体制及び導入後の保守・運用体制 
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 導入に係るスケジュール及び作業分担（降雪期（11～12月頃）までの導入を希

望） 

 本要領及び仕様書（案）に記載のない事項で、より効果的な提案がある場合は

提案内容に含めても差し支えないこと。 

 

（２） 提出書類 

 企画提案書 ６部 

 参考見積書 ６部 

 

（３） 記載方法について 

①企画提案書 

用紙サイズは日本工業規格Ａ４版（Ａ３版資料の折込は可）とし、枚数は10枚程度

とすること。 

②参考見積書 

 システム導入時、運用時を分け、それぞれ内訳がわかるようにすること（任意様

式）。 

 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかに関わら

ず、見積金額には消費税額を加算すること。 

（４） 提出方法  

担当課あて郵送すること。 

 

８  審査 

審査会において、参加者から提出があった企画提案書等及びプレゼンテーションに

より審査し、別に定める評価項目に基づき総合的に評価する。 

なお、参加者多数の場合は企画提案書等による書類選考を１次審査とし、評価の上位

者にてプレゼンテーションを実施する。 

審査結果は企画提案書等の提出者全員に文書にて通知する。 

 

（１）プレゼンテーションについて 

別途通知する日程により、参加意向申出書の受付順に、企画提案書の説明及び当該

システムのデモンストレーションを行うこと。 

説明及びデモンストレーションはWeb会議形式とし、Microsoft TEAMSにより担当

課がホストとなり開催するが、接続が難しい場合は異なるWeb会議ソフトの使用（参

加者がホストとなること）も可とする。 
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９ 契約の締結 

審査会で受託候補者を選定した後、提出のあった企画提案書等を参考に協議を行い、

業務に係る仕様を確定させた上で改めて見積書を提出のうえ、随意契約の方法により

契約を締結する。この協議の際、提出された企画提案書等の内容を一部変更する場合

（見積額の増減を含む。）がある。 

契約にあたっては、契約額の10％の額を契約保証金として契約締結前に別途指定す

る町の口座に入金すること。なお、契約保証金は本業務の履行後に返還するもの。 

 

10 その他 

（１）審査経過や結果へのいかなる問い合わせにも応じない。 

（２）参加を辞退する場合は、辞退届【様式イ】を期限までに提出すること。 

（３）本プロポーザルに参加するために要した一切の費用は、参加者の負担とする。 

（４）町の指示による以外の提出書類の変更、差し替え、再提出、返却には応じない。 

（５）失格事項 

次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。 

 参加資格要件を満たしていない場合 

 提出書類に虚偽の記載があった場合 

 実施要領等で示された、提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事

項等の条件に適合しない書類の提出があった場合 

 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

（６）提案書の著作権等については，次のとおり取り扱うものとする。 

 提案書の著作権は、当該提案書を作成した者に帰属するものとする。 

 町は、プロポーザル方式の手続き及びこれに係る事務処理において必要がある

ときは、当該提案書を作成した者から了承を得た場合に限り、提出された提案

書の全部又は一部の複製等をすることができるものとする。 

 町は、提案書について、西和賀町情報公開条例（平成19 年西和賀町条例第２号）

の規定による請求があったときは、当該提案書を作成した者から了承を得た場

合に限り、第三者に開示することができるものとする。 

（７）本要領に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、協議により定める。 

 

 担当課 

〒029-5512 岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71 

西和賀町役場 企画課 電話 0197-82-3284 ＦＡＸ 0197-82-3111 

kikaku@town.nishiwaga.lg.jp 

 


